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令和６年度「年末年始無災害運動」
実施期間 令和６年12月１日 ～ 令和７年１月15日

スローガン
「今年もやります︕ 基本作業の徹底 年末年始も無災害
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趣旨
年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を

迎えることができるよう、事業場等の取り組み促進を図る趣旨で、昭和46年から厚
生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年で54回目を迎
える。
職場の安全と健康を確保するためには、経営者、労働者が一丸となって安全衛生

活動を推進し、災害のない職場環境を整えるためにも、一つひとつの作業を丁寧に
確認し、次の作業に備えること、そして体調管理を万全にし、無理をしないことが
大切である。
特に年末年始は大掃除や機械設備の保守点検・再稼働等の作業が多くなるほか、

物流等の増加に伴う交通・荷役作業時の災害、積雪や凍結による転倒等の危険が増
す。また、多忙による焦りや疲労からミスやエラーが起こりやすくなる。そのため
各事業場においては、非定常作業における安全確認の徹底、作業前点検の実施、作
業手順や交通ルールの遵守、安全衛生保護具の点検の実施が一層重要となる。また
転倒・腰痛災害予防のため、身体機能の維持向上のための取り組みや、感染症予防
を含めた労働者の健康管理にも全員で取り組むことが大切である。
自身の安全・健康の確保はもちろん、周囲の仲間とも声を掛け合って、皆で力を

合わせて無事に一年を締めくくり、明るい新年を笑顔で迎えられるよう、本年度の
年末年始無災害運動を展開する。
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事業場の実施事項
（１）年末年始に実施する事項
①経営トップによる安全衛生方針の決意表明
②安全衛生パトロールの実施
③機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実施
④年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓの徹底、掲示や旗の掲げ
替え
⑤年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
⑥年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示
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（２）年末年始に実施状況を確認する事項
①ＫＹ（危険予知）活動を活用した非定常作業における労働災害防止対策の徹底
②安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等の点検と整備・更新
③化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化学物質管理の徹底
④転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害防止や腰痛予防対策の徹底
⑤火気の点検、確認など火気管理の徹底
⑥交通労働災害防止対策の推進
⑦過重労働をしない・させない職場環境づくり
⑧高年齢労働者を含めた身体機能の維持向上のための健康づくり、健康的な生活
習慣（睡眠、食事、運動等）に関する健康指導などの実施
⑨感染症拡大防止対策の徹底
⑩職場のハラスメント防止につながる取り組みの推進
⑪自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働災害防止対策の推進
⑫安全衛生旗の掲揚、その他安全衛生意識高揚のための活動の実施
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•転倒災害の防止
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・駐車場は気が緩みがち、出退勤のとき、
車に乗るとき、車を降りるときは足元を
気にして︕
・雨の日に水たまりが出来ていたところ
は、冬場は凍結しているおそれあり︕
・雪が積もると、凹凸、段差、側溝など
見えなくなるので除雪を︕
・直接屋外に出る先が見えない扉のとき
は、一度止まって足元の確認を︕
・暗くて見通しの悪い日陰の通行は極力
避けて︕
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冬季は気温が低下し、身体が温ま
るまで時間がかかり、動きが鈍く
なる
年齢による身体能力の低下の他に、
気温の低下での身体能力の低下が
生じる。
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３ 交通労働災害の防止
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冬季の安全運転

出発前の準備

冬タイヤへの早期交換を︕

雪が降ってから、凍結してきたら交換しようでは遅い

事業場内で交換状況を把握し、交換時期を統一するなど
して早めのタイヤ交換を心がける

雪が降ると、車に乗るまでに雪かき、車に到着してから
雪降ろし、フロントガラス等凍結しているのでエンジン
をかけて解かすなど、夏場以上に時間がかかるため時間
に余裕のある行動を︕



14

出発してからも、積雪や凍結による渋滞が発生し、
必要以上に時間がかかってしまうため、焦らず、
急がず、安全運転を心がける

異動で雪が降る所に初めて来た、免許を取得して
初めての雪道を走行するなど雪道に慣れていない
労働者には配慮を

急ハンドル、急ブレーキ、急発進など「急」のつ
く運転は避ける
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交通労働災害防止のためのガイドライン

・危険な箇所を共有する

凍結している、凍結する箇所

除雪で道幅が狭くなっている箇所

工事中で通行止め、片側通行になっている箇所

通学用の道路となっている箇所

日の出、日の入りで視界不良となる箇所

雪の重みで木の枝が垂れている箇所 など
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４ 非定常作業時災害の防止
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非定常作業時に災害が起こりやすい理由

反復・継続して行う作業ではないため、その作業に慣れていな
いことが多い

事前に十分な対策が取れずに作業を行うことになる場合がある

複数の部門の作業者による連携が多く、事前の連絡調整が不十
分で、作業指示が不明確になりがちである

複数の部門の作業者による連携が多く、事前の連絡調整が不十
分で、作業指示が不明確になりがちである

長期の休みに入る、休み明けであるなど気持ちが緩みがちにな
りやすい
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機械を停止し、点検・修理作業前は

・作業手順書は作成されているか

・リスクアセスメントは行われているか

関係労働者と作業の手順・方法の打合せ

・作業の進め方、合図、禁止事項の確認

・リスク情報の共有

・必要な保護具の着用状況

・作業場所の周辺状況
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点検・修理の作業中は

・機械の電源は切られているか

・機械の起動スイッチなど施錠されているか

・機械の点検中であることを周囲に周知しているか

・定められた手順で行われているか

・適切な照度が保たれているか
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点検・修理の作業後は

・点検漏れはないか

・安全カバーや安全装置は元に戻しているか

・点検の結果、補修等が必要な箇所については、いつま
でに補修等するのか定めているか

・点検や補修中に、ヒヤリ・ハットは無かったか

・定められた作業手順で問題は無かったか
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大掃除での労働災害防止
・スリッパやサンダルなど、脱げやすい、滑りやすい靴
で作業をしていないか
・窓ふきや棚の上を拭くときに、キャスター付きの椅子
を使用していないか
・脚立や踏台を適切に使用している
・床掃除のときに、濡れたままにしていないか
・側溝などの蓋を外したまま、作業場所を離れていない
か
・掃除に使用している洗剤の使用方法は適切か
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洗剤などの化学物質を使用している場合には
・リスクアセスメントは実施しているか
・作業手順書はあるか
・適切な保護具は用意されているか
・化学物質管理者や保護具着用管理者は選任し、氏名を
掲示しているか
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５ 電子申請の義務化
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さいごに

ご安全に！

粘り強く取組めば、必ず成果が出ます！


